
(参考) 天災，インフルエンザの流行等により，やむを得ず延期する場合の手続き

都道府県 ・政令指令都市 教育委員会
（ ま たは都道府県等が指定する市区町村等の担当部局 ）

団体 と連絡を と り ， 予定する日程での実施の可否
及び必要な場合 ，延期又は中止の相談

延期

文化庁

天災等の非常事態発生

延期・変更後の日程の
調整ができた

延期・変更後の日程が
現時点では決められない

■以下の内容をメール又はFAXで都
道府県・政令指定都市,教育員会へ
御連絡ください。
①実施校名
②団体名
③変更前の日程
④変更後の日程
⑤日程変更の理由

■以下の内容をメール又はFAXで都
道府県・政令指定都市,教育員会へ
御連絡ください。
①実施校名
②団体名
③中止となる日程
④中止の理由

■以下の内容をメール又はFAXで都
道府県・政令指定都市,教育員会へ
御連絡ください。
①実施校名
②団体名
③変更前の日程
④日程変更の理由

■調整がつき次第，変更後の内容を
御連絡ください。

中止

共有・確認

事務局
(株式会社近畿日本ツーリスト首都圏)

連絡・共有

【日程変更届について】

決定通知と異なる日付での実施となった場合は，実施完了時に報告書とともに「日程変更届」を作成の上，都道府県・政
令指令都市を通してご提出ください。（日程変更届の作成については適宜御案内します。）
【事業中止報告書について】
学校,団体からともに中止の申し出があった時点で中止の扱いとし，事務局より都道府県・政令指令都市を通して「事業中
止報告書」の作成依頼及び手続の御案内をします。


